
「量の見込み」をもとにした提供体制の確保の内容及び実施時期（案）

１教育・保育事業

教育ニーズ 保育ニーズ 1-2歳 0歳 教育ニーズ 保育ニーズ 1-2歳 0歳 教育ニーズ 保育ニーズ 1-2歳 0歳 教育ニーズ 保育ニーズ 1-2歳 0歳 教育ニーズ 保育ニーズ 1-2歳 0歳

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

3,580 730 1,560 1,190 230 3,610 690 1,640 1,260 230 3,550 620 1,730 1,260 230 3,550 570 1,820 1,250 220 3,540 530 1,890 1,240 220

2,890 920 1,230 880 160 2,800 840 1,250 940 160 2,800 770 1,310 940 160 2,840 710 1,370 940 160 2,900 680 1,410 940 160

2,410 870 1,150 830 150 2,350 790 1,150 880 150 2,370 730 1,210 880 150 2,420 680 1,270 880 150 2,450 640 1,320 880 150

2,520 3,940 2,900 540 2,320 4,040 3,080 540 2,120 4,250 3,080 540 1,960 4,460 3,070 530 1,850 4,620 3,060 530

特定教育・保育施設 455 2,130 940 180 455 2,190 980 180 975 2,250 1,000 180 1,295 2,250 1,000 180 1,295 2,250 1,000 180

確認を受けない幼稚園 4,115 4,115 3,595 3,275 3,275

特定地域型保育事業 180 40 230 40 280 40 280 40 280 40

認可外保育施設 60 20 50 10 30 10 30 10 30 10

特定教育・保育施設 0 1,200 570 120 0 1,380 670 120 0 1,560 750 130 0 1,560 750 130 0 1,560 750 130

確認を受けない幼稚園 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560

特定地域型保育事業 140 40 160 40 200 50 200 50 200 50

認可外保育施設 50 10 40 10 30 10 30 10 30 10

特定教育・保育施設 140 1,390 630 130 140 1,430 670 140 140 1,490 690 140 140 1,490 690 140 140 1,490 690 140

確認を受けない幼稚園 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445

特定地域型保育事業 40 10 120 20 220 30 220 30 220 30

認可外保育施設 20 10 20 0 20 0 20 0 20 0

4,720 2,630 560 5,000 2,940 560 5,300 3,220 590 5,300 3,220 590 5,300 3,220 590

資料１

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

1号認定
（3-5歳）

2号認定（3-5歳） 3号認定（0-2歳） 1号認定
（3-5歳）

2号認定（3-5歳） 3号認定（0-2歳） 1号認定
（3-5歳）

2号認定（3-5歳） 3号認定（0-2歳） 1号認定
（3-5歳）

2号認定（3-5歳） 3号認定（0-2歳） 1号認定
（3-5歳）

2号認定（3-5歳） 3号認定（0-2歳）

量
の
見
込
み

中央、横曽根、青木、芝

神根、安行、戸塚

南平、新郷、鳩ヶ谷

合　計　① 8,880 8,760 8,720 8,810 8,890
6,460 3,440 6,360 3,620 6,370 3,620 6,420 3,600 6,470 3,590

提
供
体
制
の
確
保
の
内
容
・
実
施
時
期

中央、横曽根、青木、芝

神根、安行、戸塚

南平、新郷、鳩ヶ谷

合　計　② 11,715 11,715
4,720 3,190 5,000 3,500 5,300 3,810 3,810

②　-　①
（1号認定は2号認定の教育ニーズを含みます）

（2号認定は保育ニーズの数値のみ）
315 635 875 945 9751,050

11,715 11,715
3,810

11,715

190 840 210

5,3005,300

680 220

提供体制の確保の内容

１号認定
・定員数は、現在の定員数を反映させたものである。
・量の見込みを確保できていない地区もあるが認定こども園及び幼稚園に関しては、地区を越えて利用しているので、市全体で確保方策を考え
る。

２号認定教育ニーズ
・２号認定のニーズのうち幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定される者については、これに係る量の見込みに対応するものを１号認定
の確保方策として考える。

2号認定保育ニーズ及び3号認定
・平成28年4月開所及び平成29年4月開所の認可保育所（定員90人）を各年度5ヶ所、計10ヶ所整備するとともに、平成28年4月開所及び平成29
年4月開所の小規模保育事業所、19人定員の事業所を各年4ヶ所、16人定員の事業所を各年7ヶ所、各年計11ヶ所、合計22ヶ所整備する。

780 -250 960 -120

１号・２号・３号認定の区分について

【１号認定】

お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合

利用先・・・幼稚園、認定こども園

【２号認定】

お子さんが満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望され

る場合

利用先・・・保育所、認定こども園

【３号認定】

お子さんが満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望され

る場合

利用先・・・保育所、認定こども園、地域型保育


